
事項・処分
審査請求書の提出先

（審査庁部署）

・政策局に置かれる課等が行った処分等
・EBPM推進センターが行った処分等

政策局 政策企画課
※政策企画課が行った処分については、庁舎建設課

・総務局に置かれる課等が行った処分等
・消防局に置かれる課等が行った処分等

総務局 総務課
※総務課が行った処分については、人事課

・財政局に置かれる課等が行った処分等
・会計総室が行った処分等

財政局 財政課
※財政課が行った処分については、税制課

・文化市民局に置かれる課等が行った処分等
文化市民局 地域政策課
※地域政策課が行った処分については、人権政策課

・健康福祉局（保健所、福祉事務所を含む。）に置かれる課等が行った処分等
健康福祉局 健康福祉政策課
※健康福祉政策課が行った処分については、高齢福祉課

・こども局（児童相談所を含む。）に置かれる課等が行った処分等
こども局 こども政策課
※こども政策課が行った処分については、こども家庭福祉課

・環境局に置かれる課等が行った処分等
環境局 環境政策課
※環境政策課が行った処分については、廃棄物計画課

・経済観光局に置かれる課等が行った処分等
経済観光局 経済政策課
※経済政策課が行った処分については、観光政策課

・農水局に置かれる課等が行った処分等
農水局 農業政策課
※農業政策課が行った処分については、農業支援課

・都市建設局に置かれる課等が行った処分等
都市建設局 都市政策課
※都市政策課が行った処分については、交通企画課

・各区役所に置かれる課等や出張所が行った処分等　※ただし、以下の（1）～（7）の事項を除く。
当該区役所の総務企画課
※総務企画課が行った処分については、当該区役所の福祉課

（1）財政局の事務分掌に密接な関係を有する事項（市税に関する証明に関する事項など） 財政局 財政課

（2）文化市民局の事務分掌に密接な関連を有する事項（戸籍に関する事項、住民基本台帳に関する事
　　  項など）

文化市民局 地域政策課

（3）健康福祉局の事務分掌に密接な関連を有する事項（国民健康保険に関する事項など） 健康福祉局 健康福祉政策課

（4）こども局の事務分掌に密接な関連を有する事項（児童福祉に関する事項など） こども局 こども政策課

　　　　　　　　　　　審査請求書の提出先（熊本市長に対して審査請求をする場合）



事項・処分
審査請求書の提出先

（審査庁部署）

（5）環境局の事務分掌に密接な関連を有する事項（廃棄物の処理及び清掃に関する事項など） 環境局 環境政策課

（6）経済観光局の事務分掌に密接な関連を有する事項（スポーツ施設等に関する事項など） 経済観光局 経済政策課

（7）都市建設局の事務分掌に密接な関連を有する事項（公園に関する事項など） 都市建設局 都市政策課

・交通局の所管に属する事項であって、熊本市長が審査庁となるもの 都市建設局 都市政策課

・上下水道局の所管に属する事項であって、熊本市長が審査庁となるもの 環境局 環境政策課

・病院局の所管に属する事項であって、熊本市長が審査庁となるもの 健康福祉局 健康福祉政策課

・熊本市選挙管理委員会、区選挙管理委員会、監査委員、人事委員会の所管に属する事項であって、熊
　本市長が審査庁となるもの
・市長以外の機関がした地方自治法第203条から第204条まで又は第205条の規定による給与その他の給
　付に関する処分（地方公務員法に基づき人事委員会が審査庁となるものを除く。）

総務局 総務課

・教育委員会の所管に属する事項であって、熊本市長が審査庁となるもの（他の部署が審査庁部署とな
　る事項を除く。）

文化市民局 地域政策課

・城南図書館を利用する権利に関して指定管理者がした処分
・城南図書館に係る行政財産を使用する権利に関して教育委員会がした処分
・熊本市立幼稚園の管理に関する事項

健康福祉局 健康福祉政策課

・農業委員会の所管に属する事項であって、熊本市長が審査庁となるもの（他の部署が審査庁部署とな
　る事項を除く。）

農水局 農業政策課

【郵送により審査請求書を提出する場合の送付先】

〒860-8601

熊本市中央区手取本町１番１号

（各審査庁部署名）宛

※各区総務企画課が審査庁部署となる場合を除きます


